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と
認
め
人
以

u
r
L
~一ア

一

「

I
J
}
。
L
か
じ
な
が
ら
、
十
代
け
て
の
法

{
引
ω
明
日
戸
一

ヂ
作
品
の
憲
法
居
合
沌
じ
関
し
て
ほ
、
戸
-
れ
ま
ず
の
選
尚
J
桁
J
U
m
叫
す
る
白
山
一
高
政
判
例
役
門
リ
ド
成
一
七
年
刊
決
b
お
け
る
工
戸
、
ノ
な
合
理
的
期
間
一
説
号
、
巴

H
ん
存
丘
法
的
違
憲
内
附
に
際
ー
し
て
町
I

V

J

つ
!
新
七

γ
二
つ
の
宮
れ
を
加
味
I

て
川
刊
日
ム
必
需
法
の
九
九
」
叶
川
-
件
や
押
さ
山
山
し
て
い
る
{
一
前
点

r

E 

日
一
と
は
、

i
一
叫
の
芯
白
山
院
し

t
阪
を
む
っ
て
松
一
訂
じ
て
し
き
丈
い

地
陀
確
一

t
請
求
が
「
法
伴
!
の
平
正

に
一
げ
「
三
る
か

E

)

I

J

弘-
L
l

山
川
予
な
一
の
ま
刊

ー
地
市
碓
誌
記
求
の
法
的
主
義
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川内

h
M
m
通
リ
、

辿

t
碍
認
詰
点
は
、
行
政
市
中
川
川
訴
ぷ
法
凶
条
段
一
ほ
し
お
け
る
「
公
ト
止
の
法
律
関
係
f

ぃ
悶
す
プ
3
1
寸一叫
mu--
川
、
ん
し

J

て
の
当
事
青
一
計

し
か
!
な
が
向
、
日
事
担
許
止
に
お
け
る

H
体
的
内
存
円
つ
い
と
は
、
行
訴
法
戸
い
体
ド
計
一
制
な
州
既
定
か
右
京
し
な
!
と
め
、

日
正
七
条
に
λ
一
づ
さ
h
A
小
中
J
訴
訟
仏
l

↑
の
エ
紋
規
川
万
本
市
さ
れ
る
?
と
一
い
な
之
、
ま
J
、
て
の
際
に
、
括
判

γAu仏
全
頁
作
法
仲
上
の
訴
訟
一
に

以
内
す
ふ
刀
台
、
少
は
、
円
ハ
体
的
事
れ
川
け
と
法
的
問
J
決
心
円
能
性
に
ふ
り
刊

M
M
札
る
三

ヘ
叫
戸
根
拠
ヴ
け
ら
れ
る

}
入
し
た
碓
品
訴
訟
に
「
M
L
T
Q
規
記
は
、

人
-
}
ー
か
ら
判
正
化
さ
れ
七
も
の
「
あ
る
ド
〈
北
訟
に
は
、
一
へ
〉
{
U
m
J
C
l
の
わ
一
み
は
山
、
い
ー
に
陪
二
¥

げ
は
括
的
干
の
淀
川
雄
化
t

ご
て
、
出
告
訴
よ
の
み
で
は
悶
只
の
桂
川
刊
J
刊

p

ん
で
ご
た
ヘ
川
別
的
紋
涜
が
阿
川
却
な
っ

斗
週
刊
叶
込
北
陸
叉
改
革
川
進
本
市
に
お
い
て
山
J
U

置
さ
れ
た
?
攻
J
V

な
恥
討
ム
ペ
か
同
う
い
い
公
開
し
七

J
F
比
一
昨
ぷ
制
変
吃
己
し
の
ん
め
の
苧
手
刀
」
に
お
い
¥
〆
4

攻
J
V
F
凶
制
比
の
史
J
L
t
に
つ
一
之
、

一
日
式
的
怜
J
戸
川
川
丘
の
よ
り
実
効
的
な
ね
百
円
」
が
基
か
れ

um
な
コ
L
L
ブ
!
?
」
犬
わ
た
え
と
か
代
中
」
事
五
訴
訟
的
規
定
か
た
め
l

れ
、
一
戸
市
、
仕
上
の
法

昨
閉
山
り
に
潤
サ
る
川
和
認
の
一
ャ
?
?
こ
と
い
う
丈
弓
か
追
加
さ
れ
た
て
と
に
よ
る
υ

一
三
」
に
は
、
当
手
当
一
訴
訟
士
追
い
と
す
一
寸
ど
従
1

世
の
判
例
を
再
路
一
品

た
一
ン
¥
判
長
の
権
利
利
訟
の
宇
~
効
的
民
間
を
阿
る
た
め
に
時
認
訴
一
訟
の
校
位
的
早
叫
を
促
進
3
せ
G
h一
己
い
が
あ
門
人
h
J
ト

5
2札
に
い
る
(

ィ午.fJド;叫ての段1'"芯判:J:よk牛守I'IJ:~審立梓

J

い
成
〕
庁
出
羽
一
渋

rpけ
れ
旬
判
制
作
紺
み

平
成

七
年
判

h

比
二
ペ
ヲ
う
J
と
f
V

札
川
会
交
け
て
、
法
的
一
段
判
決
一
℃
迫
訓
ぢ
れ
人
子
悩
川
市
詰
求
で
あ
る

メ
、
判
山
県
川
議
院
議
員
の
A

背
景
品
十
に
お
け
る

小
選
れ
ず
ド
退
出
止
ワ
4
1
9

一
一
宮
阿
の
で
池
山
河
口
活
ヤ
に
お
け
る
岩
本
区
選
山
議
口
内
選
不
に
記
、
い
て
、
在
外
選
'
千
人
7
h
簿

vh品
づ
い
L
投
開
市
ヲ
ゐ
}
と
が
で
え
む

地
ア
」

的
確
認
に
つ
い
て
、
龍
一
け
訴
訟
の
沼
託
生
を
則
一
小
川
で
一
認
比
れ
〉
に
羊
〉
た
〕
L
C
J
九
、
そ
の
併
に
は
、
軍
手
権
が
一
ハ
又
ド
ロ
を
受
け
た
尚
い
争
、
つ
L

と
は
よ
コ
て
い
は
権
利
七
噴
の
実
引
を
回
抗
日
々
L
q
る
こ
し
が
で
き
会
い
件
蛍
の
も
の

l
y
u
h

情
主
、
工
、
上
で
、
て
の
法
利
心
主
要
M
u
l
l
が
ん
が
み
る
一
と

涯
学
惟
の
僻
J
訪
日
対
す
る
訴

χ
に
一
ノ
い
て
は
、

で
わ
か
白
川
叫
直
切
な
手
段
で
ふ
J
O
と
認
め
占
勺
れ
む
限
打
、
確
認
の
利
年
九
L
肯
定
す
て
き
」
プ
よ
小
J
一
。
ル
一

出
遅
は
や
一
、
一

λ
一

」
斗
な
オ
丸
、

H

川
判
決
は
、
人
出
え
f

一
υ
上
ン
根
山
内
」
亡
ノ
も
、

て
れ
が
憲
伎
の
権
利
と
し
て
い
か
な
る
位
民
主
何
〕
て
い
る
の
古
と
い

う
占
を
五
和
h
v
y
L
椛
認
の
刊
持
M

4

k

月
七
九
許
」
礼
治
J
K
作
土
的
訴
訟
し
あ
た
る
こ
シ
ロ
ー
市
hv
一
ま
た
な
い

じ乙
1

〆

i
h
k

」
円
山
に
つ
与
、
平
λ一
一
七
作

r

判
手
付
は
、
碓
一
市
バ
訟
の
訴
訟

U
式
と
し
て
の
適
法
軟
に
つ
け
て
は
、
肝
不
的
ご
は
ん
仇
い
に
い
刊
よ
、
伴
認
の
利
採
つ
い
に
の
民
事
d
h
4
U
月
論
ト
山
っ

た
か
づ
ち
と
こ
れ
を
認
め
、
「
叫
ん
日
主
主
市
、
h
H
f
出
に
争
ハ
浸
択
一
向
ζ

て
暗
ぷ
訴
訟
の
出
会
士
U
J
泊
め
た
も
の
こ
詳

M
L
え

?
?
J

取人法羊) fi3 (1-:7í~1 177 r20]'). SJ 



み
本
判
決
の
判
応
品
川
新
ち
り

1':;: 1刊副I究

ニ
引
い
に
対
し
て
、
本
刊
決
は
、
出
戸
川
確
認
が
法
山
ょ
の
ノ
ナ
訟

L

ト中
J
J
〈
〆
ハ
↑
か
の
判
附
に
悶
し
て
、
ま

f
、
〆
一
昨
え
の
適
決
性
l
y

い
う
訴
訟
庄
の
山

h
h
ζ

、
抗
J
のふ
U
叶

L

川T
h
Rす
る
実
体
的
な
判
断
ζ

を
一
法
的
円
は
次
凡
手
足
八
一
1
9
Z
も
の
」

C
し
て
医
別
l
仁
川
判
断

t
ぺ
き
と
め
げ
一
喝
を
一
九

l
た
i

一¥
W
Kコ
に
よ
る
一
川
氏
寄
守
山
町
四
荒
川
川
口
に
八
条
に
忌
づ
い
た
保
存
権
か
布
す
る
池
位
碓
J
V

ノ
一
い
与
一
寸
法
Jtut
卜
勺
法
l
j
k
を
不
沼
山
ζ

判
断
心
ハ

主
主
、

U
J
戎

七
汗
宇
ιは
が
、

府
J

誌
の
訴
λ

的
遠
山
出
性
担
阿
及
び
同
古
川
市
助
竺
川
町
求
に
い
rpJ72
心
主
体
斗
ず
断
4

先ノ
F
U
L
L
r
什
外
凶
民
の
遅
不
休
日
r
F
ゐ
制

浪
の
憲
記
述
ι口
仕
を
斗
訴
ー
で
い
ゐ
市
川
り
川
吋

ν

、
ぶ
汁
決
以
ぞ
の
」
で
d

ノ
企
構
成
会
採
ら
す
、
訴
ヘ
ザ
ナ
杭
l
η

一
日
山
七
夕
検
お
し
九
伎
に
、

に
仁
る
啓
介
注
戸
イ
伸
之
内
叫
川
百
円
体
の
ム
待
一
仕
を
検
討
?
ン
ご
い
る
υ

J

P

↑、i
λ
lん
ヴ
ゴ

)
1
3
J
1
f
 

こ
こ
で
、
出
円
す
べ

5
は、

1
成
七
↓
割
反
よ
り
じ
む

L
7つ
何
日
以
内
主
審
に
巾
y

一千
J
J
ω

作
訴
審
判
以
か
ト
y

一
以
わ
れ
る
)
何
枚
点
常
料
伏
は
、

A
1
h
L

が

y
l
U
の
小
量
ヲ
庶
出
ザ
U
f
与
の
ね
た
一
切
M
L
i
v
t
め
yω

回
}
一
円
り
は
が
に
お
け
ゐ
拾
の
と
銀
を
〕
ぐ
い
な
か
っ
た
引
い
っ
き
一
己
の
選
択
の
粘
同
人
で
あ
っ

工
、
庁
未
の
人
油
、
目
別
、
門
池
山
、

h
h
条
、
舟
分
、
財
産
地
寸
f
t

よ
H

小
J
A
U

阻
止
よ
九
別
が
え
」
れ
る
ご
と
と
は
、
え
き
く
は
註
の
同
7
な
A
Q

も
の
一
と

し
れ
ニ
で
、
法
怯
昨
訟
の
訓
え
を
、
一
平
y

r

作
外
ち
人
で
あ
る
1

久
仁
ソ
こ
と
を
目
白
勺
ヘ
ム
脱
退
乎
訟
の
地
?
」
止
の
一
一
む
の
違
法
位
認
会
求
め
る
叫
え
レ

期
さ

3
る
r
合
得
Am
い一

Y

一L
C
円
梓
J
J
桁
4J
問
委
穴
し
七
川
象
的
な
岩
出
品
円
刊
新
1
4」
求
め
る
も
の
で
あ

2

〈、

L
h
k
 

山
山
悼
の
争
訟
一

i
当
ら
ん
」
い
と
〆

こ
の
白
、
に
造
み
ふ
レ
、

、
l
l
j
i
l
-
-
:
、、

ヰ
制
4
r
F
L

判
的
抗
争

7tN
取
l

え
一
七
と
判
次
よ
り
も
、

」
叶
桂
ホ
佐
判
決
の
そ
れ
仁
三
い
よ
う
に
兄
え
る
に

L
か
L
、
長
ぜ
事
計
況
が
ご
〕
し
た
約
阿
枠
祖
み
を
採
用
し
た
の
か
ド
つ
い
亡
の
抑
山
は
引
い
抗
、
と
し
な
い

行
し
ム
寸
前
訟
法
L

一
山
間
い
れ
か
り
乙

日
沖
の
訴
訟
で
あ
る
か
y

ご
ハ
ー
か
を
判
住
す
ふ
一
人
υ」
た
つ
ご
主
更
な
の
は
、
江
律
問
ヲ
の
庁
詳
し
d
h
y
o
t
h
J
の
終
一
周
的
所
決
注
九
ょ
の
久
印
字

ζ

ド
濫
み
札

木
判
川
川
γ
r
M

山
民
手
再
出
の
ら
人
言
レ
一
い
ノ
必
式
的
山
川
町
み
か
ら
法
作
一
ん
の
平
一
巴
が
認
め
つ
れ
プ
も
い
と
い
た
よ
コ
山
は

川
、
ヤ
刷
叫
と
凶
附
与
竹
川
断
で

ι
め、，
ιγ

よ
λ
ノ
門
戸
山
木
わ
れ
ム
匂

九
百
一
一
国
氏
出
先
人
山
の
が
WJ
川
市
造

エ
小
企
人
、
木
円
以
山
に
お
け
る
同
民
手
企
去
の
法
的
性
訂
に
汁
一
タ
会
抗
、
ぇ
刀
い
つ
い
、
J

台
、
疑
山
が
は
刊
ノ
叫

ヰ
同
!
り
は

日
い
ん
が
台
高
」
J

山
川
主
に
お
ド
て

衆
議
院
議
長
の
選
乎
悼
を
心
す
る
者
い
事
J

朴
正
梓
が
同
弘
一
に
付
i
d
c
h

る
f

一
¥
7規
定
を
主
将
込
山
山
一
行
d
H体
化
」
L

J

J

も
の
と
鮮
し
つ
一
〉
一
も
、
公
時
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選
挙
主
改
山
に
連
動
一
九
河
民
帯
ト
叶
改
訂
改
山
川
少
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
¥
つ
者
い
つ
い
と
は
山
連
校

J

な
か
っ
た
し

一
二
り
ー
に
つ
一
九
一
、
た
し
か
¥
衆
議
院
議
長
選
不
j
目
見
審
査
が
同
れ
d
h
t

れ
わ
わ
る
の
は
単
な
る
投
票
日
け
む
ね
戸
口
一
ヰ
阿
川
ワ
て
1

る
に
す
ぎ
な
い

と
三
わ
れ
る
つ

hl
一r

ド¥圭一
E

J

A

七
J

仙
交
一
羽
以

l
河
川
氏
梓
査
対
'
止
に
お
い
て
は
、
ー
阿
久
川
培
を
ー
一
月
間
ト
ょ
専
属
せ
〕
め
つ
つ
、
日
ド
π
芹
芹
に
よ
る
慌
引
を

初
日
め
る
こ
L
f
L
、
前
門
放
及
川
い
h
:
4
A一
ふ
阿
民
に
よ
れ
ω

「
シ
、
ロ
ー
ル
一
宇
阿
る
J
〉
凶
が
あ
一
J

P

一
と
さ
れ
と
い
ふ
さ
り
に
は
、
不
合
の
ね
票
げ
ス
此

び
問
問
草
川
円
、
rL仲
市
議
院
議
Ft(也
、
牛
小
選
宗
向
い
の
そ
孔
と
い
れ
じ
一
C
4干
の
ご
と
(
け
同
審
査
法
左
中
ホ
)
干
、
衆
議
院
義
!
日
涯
学
の
涯
学
人
名
簿
(
同
法
人
条
、

以
下
山
町
い
、
コ
ー
が
る
ニ
と
ふ
T
J
何
事
以
戸
山
手
主

τ円
お
に
連
会
ν

ご
い
る
コ

し
丈
が
つ
仁

日
只
審
査
己
ぷ
常
と
へ
条
ハ
山
坂
主
に
つ
い
て
は
、
告
人
れ
国
民

ω雲
行
惟

LYV1ノ
認
一
試
が
な
か
っ
た
時
代
的
混
け
f
L
坊
っ
て
、
選
挙
権

い
つ
い
ー
の
議
論
が
作
法
山
引
で
な
さ
れ
ず
件
一
に
β

1

て

同
庁
?
}
者
弁
護
一
コ
い

f

も↓
4
4
村
ご
い
川
る
べ
主
事
泊
三
、
あ
ご
一
ど

μ

ぇ
ょ
っ

す
な
わ
ち
、

λ

「
山
内
国
民
に
対
す
る
恥
限
は
、
主
人
円
直
性
に
よ
る
も
灯
で
は
な
く
、
単
仁
川
本
国
内
に
日
位
'
一
ご
い
な
い
、
と
か
p
f
2
1
7

る
帰
U

円
で
あ
っ
て
、
た
と

ィ午.fJド;叫ての段1'"芯判:J:よk牛守I'IJ:~審立梓

て
、
士
外
公
娼
¥
の
ア
ク
セ
ス
ヤ
却
化
投
娯
に
悶
わ
る
が
人
目
ニ
の
岡
山
市
合
、
治
ま
て
亡
も
、

4

4

回
只
と
し
一
マ
の
村
達
子
主

d

主
す
る
口
一
一
、
そ
の
阿
の
村
山

ノ
ふ
お
見
械
、
え

C
出
伐
~
芸
加
ト
ヲ

ω
一
?
に
は
、
一
与
は
濯
の
打
慌
と
午
、
軍
人
限
尊
重
さ
れ
る
べ

3
で
あ
ろ
J

ノ
、
の
一
?
に
か
り
も
、

v

此
一
と
年
4
1
4
決

お
け
る
、

t
外
x
Z
民
正
討
す
之
、
一
八
山
総
漫
ザ
江
口
敗
訴
山
叫
へ
の
退
学
擦
が
認
め
え
札
プ
し
い
な
が
ら
も
、
活
学
権
与
比
例
Z
に
以

ι

す
ゐ
司
法
滑
川
八
究

にけ些
/
J

け
と
小
還
ホ

R
へ
の
投
市
J

九
J

制
限
さ
れ
一
L

v

た
川
市
凶
1

一
阿
じ
凶
一
一
人
が
本
が
い
況
に
お
い
て
本
じ
」
山
[
え
よ
う
D

J
な
わ
ち
、
本
判
山
川
円
一
引
r

v

C

ユ

百
円
寄
れ
は
同
条
0
用
だ
い
鑑
hm
た
場
ム
川
、
仕
外
山
陸
一
見
に
川
一
二
一
J
J
h
白
外
選
)
一
六
人
れ
れ
持
へ
の
笠
討
に
「
小
っ
て
w
I
怯
…
ド
寄
丘
也
市
J

口
付
与
三
わ
れ
る
べ
き
に
も

か
が
わ
ら
ず
川
法
一
長
と
へ
久
れ
に
よ
っ
、
円
本
件
内
に
お
け
る
R
r
L青
ー
し
民
也
J

れ
て
い
?
主
体
温
で
あ
っ
と
よ
も
つ
に
型
わ
れ
?
心
的
で
あ
る
の

さ
り
に
、

λ
7
v
h
h
H
V

は

い
わ
ゆ
る
挫
々
イ
抗
日
訴
広
と
し
て
す
法
ぶ
作
為
的
庄
討
作
認
詰
求
に

f

川m
h
v
r
昨
て
を
民
一
足

T
L
刀
法
を
用
い
る
土
い
む
が
あ
る

か
行
か
は
山
山
市

ど
は
日
べ

F

ハ
ご
と

F
、
十
品
川
刊
に
お
い
て
伝
起
き
ト
イ
る
べ
き
で
あ
J
J
h
J

泣
切
な
訴
ヰ
恥
一
一
?
と
1

一I
M
れ
?
世
口
芥
訟
を
活
用

J

う
る
り
隠
れ

に
も
ひ
↓
h
M仇

J

と
い
ゐ
ι

J

か
〆
な
が
り
、

L
J

れ
此
古
訴
訟
は
、
泊
j
引
の
問
例
に
お
い
、

U
5
1
ご
い
る
院
可
川
町
一
内
山
煎
さ
カ
ら
タ
れ
ば
、
木
内
決
よ

り
も

3
ら
、
呼
訟
安
科
が
認
め
九
れ
な
い
川
能
け
が
高
い

L

に
、
そ
も
之
、
、
川
公
内
ボ
刊
為
を

h
政
庁
の
公
惟
力
の
ね
慌
」
(
行
副
法
一
条
一
日
、
)

L

}

円乱、ぇ
F

の
は
い
H
哩
か
あ
る
の
で
は
な
レ
パ
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f
i
L

出
不
μ
い
お
に
対
J
9
λ
u
d
-
-
h
b
同
町
憤
河
求

1':;: 1刊副I究

-
)
阿
民
謡
背

1
自
体
の
革
法
制
一
合
性

十
川
判
止
は
、
斗
法
f

ハ
作
為
対
す
る
判
断
山
手
つ
}
て
も

見
す
る
」
半
比
三
斗
同
一
次
ど
同
様
の
限
式
rr一
断
ま
え
て
い
ァ
え
よ
う
に
け
見
え
る
力
、
そ

川
リ
内
五
で
ほ
か
な
り
け
れ
ハ
む

F
一
刊
比
片
結
み
を
凶
い
て
い
る
ο

口
仏
間
に
、
平
成
七
年
判
決
は
、
ま
ず
一
八
日
以
宅
不
正
晴
川
八
条
丹
念
i

灯
江
氏
泊
合
判

ヰ
一
川
へ
山
京
一
一
円
、
の
行
為
に
対

L642=畑
ヰ
一
離
れ
に
下
阿

L
た
よ
で
、
同
J

氷
山
市
慣
の

U

判的象ト
Y
4
2匂

f

斗
法
九
作
品
の
浪
I
山
刊
日
つ
い
て
は
合
国
的
期
間
論
告
路

ま
X
T
K

一進出
1

〆一吋一小
J

た

E
の
際

h

H
斗
決
は

E
ム
討
議

R
の
げ
一
弘
行
為
又
は
す
川
町
不
作
為
古
戸
ド
ツ
ぱ
l
h包
江
と
な
る
か
ど
よ
か
は

，寸司」町一υリ山

の
九
で
ソ
ん
は
立
法
ド
作
品
の
t

日
産
竹
内
問
週
と
ロ
ペ
一
判
久
一
札
る
之
、
♂
一
と

J

た
t
マ、

五
ム
ム
円
J

十
点
小
u
h
b
が
寸
除
法
韮
牛
、
レ
評
伝
さ
れ
る
に
は
、

そ
れ
が
伺
引
の
凶
民
ト
討
し
て
員
、
つ
〈
一
き
椴
務
の
我
孫
に
造
反
し
て
い
る
日
習
が
あ
る
l
y

述
べ
ι人

J

も
っ
と
へ
阿
判
民
辻
、
在
山
口
北
崇
制
は
防
止

手
什
判
伏
い
お
り
と
一
す
い
の
い
い
ヘ
合
が
古
川
町
り

五
円
な
十
入
一
手
一
迫
↓
人
二
に
い
?
/
て
-
も
か
か
わ
ら
ず
日
会
が
あ
も
ハ
て
JV
」
孜

υ
?
を
わ
う
」

ζ

い
っ
た

「
存
誌
に
い
判

A
L
柑
吐
い
よ
う
な
例
札
的
な
場
合
一

て
な
け
れ
ば
附
則
と

J
f
川
京
町
院
が
認
め
ら
れ
な
い
と
す
ふ
い
わ
ゆ
る

義
的
立
一
行
法
反
と
し

う
基
準
を
実
史
的
に
い
此
b

惜
し
れ

J

ま
た
、
そ
の
療
ペ
ー
リ
川
は
の
ド
ハ
γ
又
は
υ
(
決
方
向
斗
ム
ア
υ
川
氏
に
出
法
保
一
4
さ
れ
て
い
る
権
利
主
泣
法
に
R
h
L
n
トF

ζ
も
の
ご
あ
る
こ
と
が
明
門
な
馬
台
ゃ

1
広
一
い
{
意
以
上
保
付
さ
れ

C
い
る
捷
利
わ
伎
の
協
同
会
を
降
涼
す
る
た
め

ι川
市
交
の

7
K出ー
ρ
を
矧
ワ
ヲ
と
か

必
要
不
可
欠
C
あ
り
、
ぞ
れ
が
明
白
で
あ
る
に
も
カ
カ
?
り
ず

利
己
が
L
J
斗
な
阻
h
は
な
く
長
矧
に
わ
た
っ
亡
こ
れ
た
芯
る
川
崎
吉
な
い
し
に
叫

t

n

]

 

作
タ
v
h

白
川
公
約
す
法
一
日
為
つ
入
は

J

り
法
不
作
為
は
、
岡
本
帰
省
法
一
条
一
尽
の
規
止
の
活
用
γ
、
デ
坦
止
の
h
f
畑

4
4け
る
」

L
r
V
つ
北
川
準
を
け
一

京
判
決
J
り

リ
成
一
七
立
判
伐
と
日
怯
の
幼
ト
租
み
喜
一
田
川
い
ご
、
ま
ず
、
同
氏
帯
主

K
打
倒
J
H

パ
斗
去
の
憲
比
迎
合
汗
一
い
つ
い

L
刊
慌
を
一
打
っ
て
い
る
〔

木
判
決
は
、
岱
ー
命
権
の

μ

間
性
質
:
つ
ど
¥
そ
の
制
定
趣
U

を

国

民

l
よ
る
氏

r
的
税
制

ヒ
ザ
パ
ノ
、
足
不
椿
に
閉
す
ふ
憲
リ
一
ぃ
立
長
二
尽
凶

吐
下
、
同
戸
条
L
h
H

一L
合
さ
の
内
な
り

r、
主
牛
い
同
志
一
一
品
川
に
基
ヴ
ノ
、
投
州
J

磯
公
の
す
等
の
題
山
ま
で
b
が
及
ん
ご
い
る
と
し
亡
、
日
ト
!
?
勾
J

口
川
氏
に
対

ノ
ヲ
、
苦
有
料
山
会
に
つ
い
て
も
ナ
等
に
保
白
F
V

て
い
る
い
r
判一

γ
乙
ん
て
今
で
、
衆
議
伐
の
芝
町
J

桁
を
有
ナ
る
者
ト
帯
主
峠

1

℃
下
付
与
す
る
と
い
ろ
宝
民

手
立
主
同
条
の
荒
川
ム
ゼ
、
憲
iι

じ
九
久
本
一
項
及
び
だ
の
趣
U

を
μ
、
川
一
俗
化
し
た
堤
r
E
し
併
ン
た

審
査
法
の
法
的
洋
告
を
l
日
以
の
よ
、
三
院
す
る
と
、
目
は
審
査
仏
仙
の
行
俺

J

エ
ス
際
に
可
能
に
!
一
ヲ
る
た
め
い
一
映
な
す
牛
い
は
旧
#
↓
一
千
一
読
じ
ヅ
?
と

h
a合
法
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ト
ま
求
え
れ
る
こ
ム
に
な
る
に

ご
ん
が
っ
て
、

こ
こ
て
問
担
レ
な
る
の
も
、
河
民
一
佐
杏
法
同
条
の
い
悦
宏
で
あ
る
〔
こ
の
門
、
平
刈
七
年
判
決
は
、

一
円
川
え
の
退
学
桂
文
は
守
内
行
刊
か
叶
限
J
9
之
介
晶
子
-
と
は
京
駅
;
一

l
て
r
討
さ
れ
」
な
い
と
し
亡
、
日
限
を
な
し
惇
も
一

o
b
J号
待
ん
穴
事

j

一
目
」
古
あ
る
の

は
、
1
c
m
よ

7
t一
川
町
一
か
す
ゐ
こ
ζ

な
い
は
混
単
行
公
ru
を
折
涼
1
う
つ
選
ム
ナ
ル
悼
の
れ
告
を
辺
め
と
h

}

か
了
実
ー
が
T
7
h
い

υ
v
u
し
:
川
崎
相
一
、

あ
る
ト
y

認
め
、
つ
れ
る
場
人

本
刊
は
ら
在
日
明
日
刊
氏
に
つ
い
ー
も
同
本
岡
山
f
h
忌
什
げ
す
る
日
い
い
ん
し
r

川
法
に
事
」
宜
伸
が
一
一
h
臨

f
v
阪
、
つ
れ
る
と
日
に
い
た
が
、

ペ
少】

災
犠
に
け
お
川
、
作
法
科
べ
立
を
諸
じ
な
い
と
い
「
ノ
ぷ
作
込
が
認
め
り
れ
る
挟
〈

Jr
、
ー
目
只
帯
圭
に
お
け
る
公
日
確
保
」
の
た

め
い
す
つ
し
た
拍
1
山
が

手叫一六
l
不
能
な
い
し
三
百

J

ノ
、
材
組
な
や
も
を
得
な
い
刊
に
J
い
ん
す
る
ま
七
、
百
に
斉
査
に
お
い
に
は
(
Y
A

寺
内
議
設
の

選
挙
じ
は
黒
人
匂
川
、
目
立
↑
式
投
弘
前
が
MH
い
ら
れ
る
~
ト
ど

3
ら
、
取
ι

方
向
該
医
の
JVLT+
と
は
研
〈
町
八
な
る
校
応
仙
の
山
也
が
あ
る
」
去
を
J
K
め
る
π

し

か
し
な
一
つ
ら
、
泣
rH
に
お
け
る
述
お

T
段
出
発
淫
や
、
記
り
式
投
誌
に
に
え
て
「
一
札
れ
式
投
票
手
持

4
す
る
り
能
川
士
山
温
み
る
?
v
h
y

h
外
宮
高
川
段
の

情
誌
に
侃
る
立
し
以
措
出
合
執
る
、
と
が
宇
土
l
不
訂
宇
1
9
い
ヲ
〕
は
苫
し
く
制
作
雄
々
、
あ
る
こ
じ
ん
し
み
刊
日
づ
け
る
4
4
恰
一
と
、
手
、
は
不
十
分
で
あ
る
と
し
て
、

斗
川
河
霊
許
制
法
の
削
一
品
い
問
↑
ヲ
ゐ
p

↓
法
小
作
パ
ハ
叫
に
よ

J

て、

A

M

叶
阿
民
が
半
企
権
」
一
γ
f
h
山
で
き
な
1
u
市
中
悲
を
外
よ
じ
汽
せ
と
い
え

r
E
の
抗
凶
品
川
ヘ
3

竹
ー

ィ午.fJド;叫ての段1'"芯判:J:よk牛守I'IJ:~審立梓

慌
し
に
は
」
市
大
な
疑
立
が
あ
り
た
」

l
L
当
、
す
る
に
主
人
台

E
-
守
は
不
作
為
の
1
1
憲
日

L
Y

二
人
つ
が
、
本
判
山
山
山
l

山
、
ド
ー
川

七
九
判
日
ト
y

呉
な
り
、
同

R
T昨
存
ー
や
す
上
え
ず
る
憲
法
適
合
惜
の
判
断
レ
-
は
叫
に
、
ウ
法
大
竹
為
的
法
泊
四
金
持
…
」
什

成

J

J

リ
刊
十
川
で
斗
か
ら
れ
た
ん
門
部
町

J

印
刷
の
戸
印
刷
仙
の
M
M
川
?
ぺ
-
加
え
「

、
一
選
手
枕
何
元
日
杯
ム
巨
体
の
r
d
u
ば
に
お

す
と
し
ま
ず
一
、
そ

orυ
いは

け
る
在
定
止
ぴ
位
回
付
げ
の
1
仏
子
、
、
ミ
干
戎

了
一
/
?
の
公
聴
者
挙
法
改
ー
に
同
一
さ
し
た
も
主
主
要
望
書
i
t
お
け
る
、
と
れ
ハ
凶
民
に
つ
い
て
の
司
民

雫
小
立
制
収
創
設
に
問

γ
令
一
戸
恥
が
M
M一
品
川
山
カ
つ
前
哀
な
片
、
が
び
に
、
必
布
川
河
川
氏
の
凶
長
官
企
ト
同
!
一
切
F

る
ま
J
M
が
語
法
刈
屯
青
山
井
の
院
で
ベ
分
む

あ
る
-
」
u
r
r

己
拍
抗
寸
る

そ
の

l
p
、
わ
九
円
主
的
川
町
内
の
μ
げ
で
に
一
均
〆
亡
J
N
、
什
外
U
F
M
m
度
の
尚
入
、
深
て
は
現
れ
の
い
拝
見
一
併
長
に
お
け
る
討
日

式
投
票
に
つ
い
ご
主
〈
同
氏
の
三
い
ん
を
求
め
る
必
吏
が
あ
る
こ
と
か
ム
、
半
乱

i
4
川
渋
か
ら
本
件
お
t

J
三
一
c
h
w
凶
ノ

μω
レ
い
う
制
閣
で
は
筆
法

ぃ
要
請
さ
れ
る
合
哩
的
刻
間
内
~
ロ
足
。
さ
れ
な
カ
っ
と
L

と
は
一
円
え
な
い
と
[
た
ピ

~
H
す
べ
き
こ
;
ー
へ
こ
れ
ん
の
は
要
件
い
つ
い
て
は

v
法
ヂ
行
為
仁
町
内

J
1作
成

u
'
寸
判
決
芋
の
J

】
例
て
の
州
制
み
に
お
い
て
は
、

H

和
治
一
凶
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乃
違
l

出
仕
の
愉
汀
ル
ベ
陪
に
お
い
(
論
人
れ
プ
、
い
に
い
ん
、
本
判
決
一
℃
は
、

い
ず
札
2
U
l
庁
、
出
は
比
内
停
ー
は
旭
ム
一
百
件
判
b
円
設
断
に
お
い
一
、
検
討
さ
れ
(

1':;: 1刊副I究

よ
し
ろ
、

r

」
の
段
階
で
ん
門
閣
判
的
羽
出
に
つ
ど
よ
岬
L
る
閃
式
辻
、
ド
叫
七
年
判
決
よ
り
も
、
と
り
リ
か
と
い
ワ
ト
y

役
所
〆
沼
値
の
平
誌
を
め
〈

一川
J

る

運

町

品
1
M
裁
判
決
円
一
仁
川
い
)
も
り
と
も
、
太
判
止
で
山
町
一
小
さ
れ
た
ご
れ
ら
の
い
心
豆
洋
は
、

1

ず
れ
も

K
料
品
詐
合
一
ぷ
け
7
4

九
口
憲
判
MU
の
根
拠
が
け

、
と
白
}
戸
、
は
説
得
力
を
ー
に
く
も
の
と
j

山
内
れ
る
一

日一
h

ヴ
は
、
与
論
点
に
つ

L
て
言
及

L
己
記
き
た
し
ま
ど
d

ノ
、
一
刊
の
選
乍
梓
γ
Y

一
同
氏
長
命
権
の
沼
山
の
日
置
付
ば
の
差
呉
に
3

1
ど
、
は
、
そ
も
そ

も
出
同
泊
予
ほ
う
か
憲
叫
上
弔
問
久
な
法
科
こ
〆
仁
前
侶
百
六
廿
の
社
主
に
な
る
の
仏
、

て
れ
が
良
一
的
政
治
ブ
口
十
ス
会
議
科
す
る
で
公
安
人
t

可
欠
な
法
科
だ

が
ら
℃
あ
え
で

γf
か
ら
す
れ
ゴ

斗
長
蒋
主
権
に
は
号
、
つ
/
た
恨
秘
z
Jリ
け
が
砕
い
よ
う
し
も
見
交
け
F
れ
る

J
j
h
r

、
「
実
議
院
議
百
九
の
送
手
出
怖
を
当

ア
ウ
心
苫
辻
、
川
色
合
柿

i

を
4
7
q
c
の
同
只
長
帯
広
一
出
来
的
迫
定
沖
つ
弘
、
選
ギ
怜
l

一
村
い
椋
に
U
F
L
つ
る
余
地
が
〈
+
く
な
v

わ
け
で
は
な
い

次
に
、
ク
ノ
の
り
札
一
、
〉
年
選
挙
山
改
司
一
際

L
C
J
t
vい
さ
れ
た

U
呪
一
忠
治
ん
の
吏
望
討
に
つ
い
て
も
、
確
カ
ド
存
外
戸
川
、
に
対
オ
ァ
主
一
h

h

ナ
抗
日
付
ワ

が
日
一
宏
え
い
ー
の
巾

υ
で
は
あ
川
た
が
「
1

十
述
は
既
に
一
(
ノ
f
J

年
前
九
に
お
い

C
政
府
に
刈

J

円
R
I併
存
法
山
改
を
点
め
れ
ω
勧
刊
を
日
J

な
ハ
ア
い
る
一

一の一号〕じ仁;か
3

も、

H
弁
連
y
p
リ
芹
宗
棒
と
比

L
I
凶
民
者
全
権
を
持
付
し
て
い
る
と
の
恨
説
付
け
い
は
な
、
り
な
い
で
ゐ
h
勺

さ
ら
に
、

ψ
の

E
R百
十
玄
住
l
対
す
る
豆
一
一
昨
栄
一
I
ー
の
謀
議
が
♂
ノ
~
L
い
と
す
ゐ
出
い
つ
い
一
二
も
、
た
1

〆
う
に
、
ド
和
い
に
帯
主
持
円
札
ゆ
が
わ
が
π
い
の
憲
以
昂

に
お
い
、
周
辺
的
な
領
域
で
あ
り
、
と
り
わ
け
と
れ
辺
氏
の
河
民
事
存
権
い
つ
い
f

、
前
己
た
文
献
一
な
と
{
ん
亡
克
の
決
け
で
は
見
当
丈
ろ
な
八

I

〆

ρ
〆

え

な
が
、
、
千
点

七札十
V
F

ぃ
決
カ
出
さ
れ
f
昨
ー
ー
に
ぷ
て
も
、
仕
一
外
国
J
V

ん
の
足
以
十
昨
に
関
す
る
議
論
が
蓄
担
恒
三
れ
に
い
ず
ー
に
は
は

M

も
い
で
あ
ザ
?
Jし、

そ
も
ふ
も
違
憲
判
同
が
学
誌
の
…
一
夜
ヘ
刷
状
川
い
左
右
与
)
れ
る
と
4
q

る
笠
勢
に
コ
い
ご
J
u
u
k
v
m
d
余
地
が
あ
る

川
川
、
こ
に
、
む
に
汁
ヲ
ム
ω
H
U

卜
の
た
め
の
ム
坦
的
問
汁
前
に
コ
い
て
ら

本
判
決
に
主
い
て
な
ぜ
平
成
一
七
年
刊
}
ほ
の
刊
市
川
一
品
千
点
ー
と
1

J

た

か
円
つ
い
♂
は
十
時
臼
が
「
明
ら
か
と
は
な
い
じ
む
し
λ

、
そ
れ
ま
で

t

国
民
審
査
t

院
す
る
議
論
が
何
人
三
、
全
く
れ
わ
れ
な
か
J

士
山
、
を
山
礼
子
こ

F
Qな

J
J

凶功、

L
什
に
対
す
る
八
円
浬
vu期
間
刀
設
定
チ
い
つ
い
ご
は
、
平
成
一
マ
ノ
ノ
f

内
公
縦
三
デ
ド
ナ
、
改

ιム
グ
ム
一
一
立
ー
ま
で
の

あ
る
L
Y

も
与
え
ら
れ
よ

7

t
i
t
-〆
一
い
つ
黙
司
が
豆
、
バ

れ
人
し
か
に
、
凶
会
の
ー
υ
法
が
裁
判
月

γ
仁
川
一
二
山
注
目
と
下
山
淵
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
を
三
け
て
凶
字
詰
J

法
律
を
花
川
ず
る
こ
ど
が
潰
行
上
苅
庁
寸

vZ
〕
勺
。
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〆
デ
ヘ
ム
ム
デ
、
り
、

訟
法
、
遺
産
F
W
J
日
存
立
昨
日
か
斗
」
り
に
必
山
了
〉
れ
る
京
間
引
い
お
い
と
、
以
会
に
お
山
ノ
る
議
沿
い
W
ノ
4
J
F
J
O

信
要
素
l
Zヲ
る
の
は
慎

〕件
l

判
決
で
小
さ
れ
た
一
逗
圭
一
で
け
い
前
L

に
ど
す
る
へ
μ
円山，
Z
日
期
間
y
h

し
一
、
の
一
(
¥
年
L

」い

L
L旦
ド
泊
M
V

弘
一
?
で
ペ
「
こ
の
」
「
を
路
主
え
れ
ば
、
千
段

、
ノ
要
件
に
日
ら
ぷ

f
n、
本
件
で
の
い
い
一
出
小
作
為
的
主
主
一
志
津
力
必
め
戸
ら
れ
る
余
地
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
治
と
事
、
J

ら
れ
る
、
一

、、J
〉

J

一

f
，/
1
1
h
j
ド

判
よ
リ
も
立
外
内
ぱ
の
選
手
権
に
つ
一
い
て
の
ド
此

一
九
一
氏
辞
主
仰
の
宗
一
守
仙
の
伏
世
刊
行
投
ぴ
帯
主
主
守
道
に
つ
い
¥
足
以
京
捻
会
内
平
守
?
「
り
日
前
J
w
m
G

ー
一
不
之
江
の
心
設
は
、

ト
ウ
い
ご
川
析
を
一
六
J
J
?
こ
川
仁
あ
之
本
判
決
し
子
、

江
市
伐
の
可
制
を
踏
ま
え
た

i
で
、
口
w
じ
イ
¥
f
t
u
外
凶
片
山
内
氏
吾
存
権

基
準
い
い
問
、
す
る
し
判
断
!
た
は
い
山
山
羽
と
可
川

L
得
得
う
っ
と

hr、
、
パ
リ
け
勺
じ
に
な
る
か
が
、
本
判
た
は
、
ヘ
則
的
問
問
問
寸
の
の
久
川
口
日
刊
を
刊
刊

J

の

注
法
川
一
て
は
な
く
円
「
人
一
主
苓
出
ハ
)
規
足
的
(
口
合
意
吐
に
与
す
る
挽
K
ハ
)
際
宇
ノ
れ
な
λ

ニJ
で、

者
ノ
正
法
に
対
サ
ス

JU

法
務
判
決
な
忙
山
手

μ
凶
泣
い
ご
い
る
。

L
か
LKluMか
ら
、

り
比
一
一
〕
年
可
決
ハ
)
作
組
み
を
心
識
し
つ
一
コ
も
、
同
氏

こ
の
上
つ
な
れ
附
手
法
は
、
的
県
立
識
的
ゃ
あ
れ
、
投
州
仙
杭
の
ド
等
の
み
な
ら
子
、
f

つ
外
村
民
日
間
ず
る
泣
本
訴
訟
に
お
¥
一
ご
在
、

裁
判
所
が
確
た
る
判
断
大
県
安
ハ
ム
t
)
?
に
な
く
γ
ノド
1
4
:
ノク
h
A
A
I
J

町
子
一
パ
ヨ
ト
ヲ
位
十
日
包
防
長
さ
せ
る
懸
念
が
あ

ィ午.fJド;叫ての段1'"芯判:J:よk牛守I'IJ:~審立梓

汽
ら
な
乙
連
日
L

の
↓
開
化
」

る
」
札
ま
じ
H
U
て
九
七
ょ
う
し
、
本
判
品
売
れ
判
断
品
枠
組
み
は
、

γ
同

え
上
つ
ー

七
作
判
決
内
射
程
ー
か
ら
町
ム
し
て
も
、
様
々
な
4
A
担
を
今
役
正
践
す
2
2
U

と
言

最
大
杭
平
成
一
仁
午
九
月
一
凶
汀
民
生
h
!
ν
禽
七
!
ケ
一
円
八

t
長。

大
判
決
一
対
す
る
許
釈
に
し
て
、
井
l
h
1
4

判
制
」
判
片
一
九
恒
号
一
円
八
F
l
h

仏

1
〔

f
u

牛
1
授
透
判
制
」
法
七
六
八
九

号

一

河

HJ

へ
一
{
)
一
一
一
年
、
が
い
尻
州
刊
批
一
ジ
ム
リ
川
河
口
一
」
J
5
i
岐
令
官
重
要
判
例
解
説
)
一
一
川
又
以

l
f
ハ
一
計
三
一
松

木
折
口
ム
什
仕
札
円
本
日
氏
選
挙
惟
日
訟
判
決
仰
心
身
症
一
台
以
部
↓
『
裕
ほ
か
い
制
「
hm
法
改
革
の
同
町
念
と
〕
反
閣
一
|
)
一
一
ー
ハ
見
以
下
(
一
一
心
山
町
、

↓
一
円
年
¥
日
「
判
批
L

ぷ
む
ミ
時
刊
速
報
判
別
wfr
読
さ
一

C

九

は

以

下

戸

口

一

午
J

、
川
崎
十
火
山
「
判
批

f

己
批
一
じ
号
山

川川

'

Y

例
セ
レ
ク
ト
一
心
(
一
)
仁
戸
(
へ
つ
一

r
!
ま
と
、
比

i

一
不
龍
彦
↓
υ
注
品
位
の
脱

J

生

成

に

主

倒

的

憲

法

取

c
q
~
の

汁
一
同
一
試
み
ハ
ヘ
五
u
r
d

ハ
ハ
白
川
川
以
下
一
一
(
い
一
件
1

↓
に
も
ー
仁
川
法
¥
の
言
及
が
見
ら
れ
£

2 

取人法羊) fi3 (1 -'品川 123r 2(ll':L S J 



1':;: 1刊副I究

-lf-ZT
井
力
は
治
市
「
ン
メ
ン
タ
I
M
行
政

u
u
u
r恥
一
な
一
六
と
頁
ヘ

H
七
割
品
川
判
、
ハ
ワ
六
2
r
)
υ

-
t
~
も
っ
と
も
、
~
」
れ
ま
で
の
け
例
を

J

脱
線
す
る
l
p

、
「
庁
、
役
ょ
の
争
l
d

一
円
安
件
J
つ
い
ず
に
は
か
な
り
広
ノ
¥
門
む
れ
ず
に
さ
と
と
一
一
円
え
る
ι

ご
の

に
つ
い
に
は
、
一
位
膝
臨
羊
川
一
白
白
本
同
且
法
論
ド
ド
ヘ
一
け

H
(
l
w
立
之
常
、
リ
一
一
年
¥
、
十
巳
4
4
]
也
也
『
し
政
法
悦
悦
説
行
此
此
h

三
河
け
μ

、、

版
]
一
:
六
h
J
へ
心
斐
出
、
一
九
一
一
一
ん

1
寺

町

別

λ
ぱ、

ι

成
一
こ
計
判
A
h
川
町
法
人
υ
迫
害
刊
い
い
す
る
時
誌
訴
止
に
限
J
J
仁
見
て
も
、

U
烹
?
で
一
ム
ナ
大
内
卜
ず
の
校
内
吋
事
長
y
d
r
ド
¥
改

L烹
事
出
に
お
け
る
つ
川
司
…
制

F
Z
エ
コ
芦
氏
、
あ
る
と
し
て
従
L
仁
川
内
宮
業
株
に
対
サ
ノ
ν
折
認
ィ
明
白
人
引

c一戸川起

一
ヂ
人
事
刊
二
貫
太
刊
間
如
川

/
r

七
い
穴
一
心
↓
民
忠
一
へ
り
え
六
号
{
斗
一
」
に
お
い
ど
ば
、
ん
に
ヂ
川
附
h
W
F
山
提
レ
人
手
、
、
「
法
律
の
予
一
日

の
ぜ

f
j
L
て
の
市
え
の
利
品
川
つ
い
に
は
間
出
と
さ
、
引
午
、
1
v
t
U
3

「

5

越
司
払
抱
一
判
批
L
-
一
山
政
判
河
川
選

H
[前
九
肱
-
一
円
何
い
戸
ハ
(
一
一
分
f

」C

{、6
〉
佳
日
J
h
4
司
院
の
川
二
件
1
こ
忠
正
巳
九
円
U以

F
{
有
品
主
党
、
〈
、
〈
-
へ
年
可

亡
、
ょ
の
山
に
間
二
、
、
布
野
吉
ノ
九
段
ム
、

H

〔
め
五
「
川
町
〕
工
ヘ
H
J
以

1
一
ム
け
安
問
、
ワ
ハ
よ
士
を
安
明

一
8
J
h
e
山
一
両
日
(
フ
」
~
五
ハ
〉
一
一
日
系
タ
凹
(

「

P
J
~
E
2
1
日
出

-T成
一
年
刊
八
日
九
一
タ
ヘ
叶
ヘ
八
円
v
一
肖
一
。

{
い
叫
)
川
山
川
よ
久
一
行
政
訴
訟
と
て
の
「
確
認
訴
止
の

4
日
時
一
民
商
一
ぺ
一
芯
六
日
一
~
二
五
一
、
J
〉
ハ
川
一
九
二
〕

一
江
、
治
口
陽
一
h
u
ー
か
濡
注
釈
戸
本
斗
雪
法
(
卜
工
、
出
部
法
穂
八
一
一
員
(
丙
林
書
段
、
一
九
一
八
ヘ
イ
こ

戸
ソ
一
、
新
汁
A
h
M
h
ハ
同
只
の
選
不
梓
や
め
ぐ
る
最
リ
パ
裁
に
J
丘
/
け
山
一
伎
で
f

山

一

号

ヒ

l
T九
以
下
(
ハ
じ
口
有
午
)
円

ヘ
日
阿
保
h
w
持
拍
と
し
て
、
松
本
・
川
川
崎
τ広

f

フ
」
一
r
社
外
岡
辺
、
選
挙
俳
誌
白
V
H
h
L
J
の
射
何
」
一
一
六
し
三
奇
心

{
-
H
)
E
R
A
n
同
判
明
州
市
花
ハ

C
年
八
J
弓
ハ
日

1
斗
一
ハ
一
一
日
刈
貞
一
台
湾
元
日
ぷ
丘
八
伝
矢
端
り
れ
誌
ぷ
山
市
内
耳
ぬ
け
印
、
軒
名
抗
1
H
訴
人
p
h
i
c
-
て
↓
υ
比

木
い
れ
九
に
対
す
る
三
三
雌
誌
が
必
め
-2
礼
七
し
は
、
h
z
v
法
ー
内
九
口
の
川
昨
位
、
三
一
子
前
政
改
川
内
町
山
著
む
品
小
へ
引
、
示
州
当
円
代
科
的
な
紋
泊
了
一
同
の

小
F
停
止
、
リ
7

斗
汁
「
h
E
支
な
相
山
叩
1
4
期
刈
ハ
山
い
ほ
過
、
レ
一
い
一
J
J
J
一
支
れ
が
必
出
足
じ
あ
る
レ
ン
て
い
ム
ω〔

一
日
、
上
井
白
二
ー
法
律
の
争
八

fT
汀
政
事

f
咋一

4
2却
型
|
|
在
外
日
本
同
氏
選
挙
権
訴
訟
を
問
と
し
て
|
|
」
渋
払
仁
一

fり
八
仁
瓦
以
、

一
円
)
年
っ
ち
な
ぷ
に
、
J
T
崎
将
一
十
は
、
半
比
J
ん
小
川
決
を
抗
日
閉
し
た
m
談
~
お
い
ご
、
同
山
氏
を
公
法
!
の
時
出
訴
訟
に
似
し
て
、

、
注
入
子
怪
作
一
心
抽
出
を
認
め
て
い
長
い
一
-
と
停
を
J
A
洋
之
一
陣
認
す
る
土
N
L
t
A
許
4
u
r
は

な

ぇ

d
b
v
b
T
V
お
い
亡
選
手
佳
を
行
使
寸
る
は
V
引
の
侍

認
を
点
め
る
一
予
備
的
詰

kb7
一
弔
い
る
へ
き
L
v
の
I
n
阿
性
を
ボ
陵
一
ー
に
も
の
L
U
U止
え
〈
い
る
し
じ
民
谷
部
八
一
同
ほ
ム
ヂ
「
川
該
宗
外
帝
人
選
挙
権
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丈
夫
芝
刈
決
を
め
く
三
乙
ン
J
リ
一
(
C
5
一
戸
、
宵
二
小
川
川
発
↓
U
)

戸
一
ハ
J
C
凡
心
J
C

へ
目
、
長
口
出
羽
ベ
ワ
年
一
月
汀
民
生

!ν

禽

七

リ

一

ハ

長

。

「K

M

比
一

d

の
叶
判
氏
が
従
山
れ
の
基
準
を
拡
刊
し
た
か
と
う
地
に
つ
し
て
は
ら
ー
が
あ
G

が
、
少
な
く
と
も
叩
刊
ハ
ロ
仔
判
決
的
支
口
。
古
味

を
か
な
り
緩
柿
ご
認
、
2
1
、
い
る
一
)
と
は
惇
か
で
あ
ろ
う
、
二
河
川
に
つ

Z
R
中
佼
虐

1
h
引
外
注
予
知
f

叩
逸
ヘ
一
川
向
、
の
甘
い
烹
と
問
中

d

叩古川一

シ
L

リ
一
戸
、
二
号
一
一
六
ヘ
ヘ
)
〈
り
五
会
」
主
ノ
U
c
ま
た
、
こ
れ
f
t
闘
逗
ー
て
、
は
同
内
証
1
J
心
外
十
川
一
人
足
vq
昨ト
y

ウ
ト
大
不
作
為
阿
辻
凡
九

を
六
4
寸
行
五
育
パ
日
ヘ
ヘ
リ
ヘ
ハ
J
f
ハ
リ
ヰ
)
参
同

「
出
~
ー
い
汗
止
+
は
1
血

M

Y
比
一
午
弘
可
決
め
評
呪
段
却
に
記
L
亡
、
公
時
芝
川
下
法
が
改
正
さ
れ
わ
ん
湯
へ
守
い
は
存
外
川
同
氏
に
対
す
る
内
氏
吾
存
権

の
制
限
士
L
L

当
化
「
る
干
こ
も
川
崎
勤
U
J
ふ
〆
/
一
拍
山
北
一
〕
て
い
た
内
内
町
U
4
1
J
一
仁
外

uム
ー
E
F
ん
の
選
挙
み
を
一
「
い
け
，
八
在
一
日
へ
一
頁
戸
ハ
、
ハ

人
企
」
山
手
/
川
唱
。

戸
山
、
山
崎
、
ド
同
州
ニ
F
2
t
ι
一
司
、
叫
山
川
も
、
本
件
に
お
い
て
泣
込

q
附
を
い
避
す
る
よ
で
用
い
り
わ
三
凶
つ
の
き
暗
空
玄
に
つ
し
て
、
阿
民
法

ー
の
逗
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